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令和５年度(2023 年度)行政組織改正の主な内容 

 
 
１ 「デジタル・ガバメント推進担当部長」の新設について 

より迅速な意思決定を行い、庁内のデジタル・ガバメントの推進を強力かつ

戦略的に行うため、経営企画部に「デジタル・ガバメント推進担当部長」を新

たに設置します。 

ＩＣＴの活用によって業務改革を推進する「デジタル・ガバメント推進室」

を「デジタル・ガバメント推進担当部長」が担任し、一体的に行うことにより、

情報システムの効果的かつ効率的な整備・運用や庁内のデジタル化をより一層

推進します。 
 
２ 「拠点整備推進担当課長」の新設について 

追浜駅周辺で進められている交通ターミナル整備、国道 357 号に関連する

道路事業をはじめとする追浜駅周辺グランドデザインの推進を行うとともに、

えき・まち・みちデザインセンターの運営を担当する「拠点整備推進担当課長」

を新設します。 
 
３ 地域支援部の相談窓口の集約について 

相談体制の強化のため、「市民生活課」の市民相談室と消費生活センター（計

量業務を除く。）を集約し、「市民相談室」として課相当で独立させます。 

併せて、行政センターに配置している地域生活相談担当を「市民相談室」に

併任させ、連携を強化します。 

 
４ 技術系組織の再編について 

（１）「港湾部」の新設 

港湾計画の改訂に伴う港湾施設の整備を着実に進めるため、「港湾担当

部長」を「建設部」から独立させ、「港湾部」を新設します。 

また、「港湾部」に「技術担当部長」を新たに設置し、港湾整備の体制を

強化します。 

（２）「みどり政策担当部長」の廃止 

公園の新設プロジェクトが完了したことを受け、組織のスリム化と、土

木系職員の人材育成と幅広い技術の継承を行うため、「みどり政策担当部

長」を廃止し、「建設部」に統合することで、みどり部門と道路部門の一体

化を図ります。 
 



事業用地課

広域処理センター

都市戦略課

 環境部（６課）

環境保全課
廃棄物対策課
環境施設課

デジタル・ガバメント推進室

　より迅速な意思決定を行い、デジタル・ガバメントの推進を強力かつ戦略的に行うた
め、「デジタル・ガバメント推進担当部長」を新設し、「経営企画部」から「デジタ
ル・ガバメント推進室」を移管します。

　「経営企画部」と「環境部」が連携して実施している脱炭素の取組を、さらに全庁的
に実施し、積極的に推進していくため、「環境部ゼロカーボン推進課」から、脱炭素の
推進に関する事務を「経営企画部」に移管し、「ゼロカーボン推進担当課長」を新設し
ます。また、環境基本計画及び普及啓発に関する事務を「環境政策課」に移管すること
により、「ゼロカーボン推進課」は廃止します。

　追浜駅周辺で進められている交通ターミナル整備、国道357号に関連する道路事業を
はじめとする追浜駅周辺グランドデザインの推進を行うとともに、えき・まち・みちデ
ザインセンターの運営を担当する「拠点整備推進担当課長」を新設します。

久里浜収集事務所

広報課

 ゼロカーボン推進課　

（拠点整備推進担当課長）

まちづくり政策課 （ＩＣＴ戦略専門官）
事業用地課

（まちづくり政策担当部長）

（まちづくり政策担当部長）

広報課
デジタル・ガバメント推進室

現行組織･改正案対照表

１　経営企画部・環境部 新設 廃止

都市戦略課

現　　行

 経営企画部（６課・１担当部長・２担当課長）

企画調整課

改　正　案

 経営企画部（６課・２担当部長・４担当課長）

廃棄物対策課
環境施設課

環境保全課

 環境部（７課）

（ＩＣＴ戦略専門官）

環境政策課
ゼロカーボン推進課

企画調整課

環境政策課

久里浜収集事務所

（改正理由）

まちづくり政策課

（民官連携推進担当課長） （民官連携推進担当課長）

（ゼロカーボン推進担当課長）

（デジタル・ガバメント推進担当部長）

広域処理センター

- 2 -



　アーバンスポーツの大会誘致や普及啓発を強力に推進しているなか、外部の方からど
こに連絡すればよいのかがわかりにくいといったお声をいただいています。
　このようなことから、連絡窓口を明確にすることで外部の方からの問合せに円滑に対
応をし、また対外的な活動をしていくうえでも、より市役所の担当を分かりやすくする
ため、「アーバンスポーツ推進担当課長」を新設し、現在アーバンスポーツに関する事
務を担当している企画課長が兼務します。

文化振興課
スポーツ振興課
商業振興課
観光課
（プロモーション担当課長）

美術館運営課

観光課
（プロモーション担当課長）

美術館運営課

（エンターテイメント推進担当課長） （アーバンスポーツ推進担当課長）

（エンターテイメント推進担当課長）

新設３　文化スポーツ観光部

改　正　案

会計課

（改正理由）

現　　行

 文化スポーツ観光部（６課・２担当課長）

スポーツ振興課
商業振興課

企画課

文化振興課

 文化スポーツ観光部（６課・３担当課長）

企画課

会計課  （つなぐディレクター）

改　正　案

 総務部（３課・１担当部長・２担当課長）

（改正理由）

総務課
人事課

総務課

（人材育成担当課長） 人事課

　職員間及び組織間のコミュニケーション・連携の強化や、職員のモチベーション向上
と職場風土の活性化を、さらに円滑かつ着実に進めるために「つなぐディレクター(担
当課長)」を廃止し、「市長特命参与(担当部長)」を新設します。
　全庁的な総務事務の一極集中による効率化に向けて取り組むため、「総務事務担当課
長」を新設し、機動的な執行体制の構築を図ります。

（市長特命参与）

２　総務部　 新設 廃止

現　　行

 総務部（３課・２担当課長）

（総務事務担当課長）

（つなぐディレクター） （人材育成担当課長）
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　ふるさと納税寄附額を増加させるには、ご寄附いただくのを待っているのではなく、
返礼品の品目数や参加いただく事業者の増加、返礼品の魅力向上を企画し、積極的に地
元事業者等に声をかけていく必要があると考えています。
　そのために、地元企業や農家、漁業者など返礼品に参加いただく事業者との接点を多
く持つ経済部に「ふるさと納税企画担当課長」を新設し、創業・新産業支援課長が兼務
します。

　相談体制の強化のため、「市民生活課」の市民相談に関する事務と消費生活センター
の消費生活相談に関する事務を、「市民生活課」から独立させ、「市民相談室」を新設
します。「臨時給付金担当課長」については、業務の終了に伴い廃止します。
　再犯防止業務との連携強化を図るため、「地域安全課」の防犯に関する事務を「市民
生活課」に移管し、道路行政との業務の一体化を図るため、「地域安全課」の交通安全
に関する事務を「建設部土木計画課」に移管することにより、「地域安全課」を廃止し
ます。

農水産業振興課
農水産業振興課

（改正理由）

創業・新産業支援課
（YRP研究開発推進担当課長）

創業・新産業支援課

（YRP研究開発推進担当課長）

企業誘致・工業振興課 企業誘致・工業振興課

（ふるさと納税企画担当課長）

現　　行 改　正　案

 経済部（４課・１担当課長）  経済部（４課・２担当課長）

経済企画課 経済企画課

西行政センター 北下浦行政センター
西行政センター

（改正理由）

５　経済部 新設

浦賀行政センター 大津行政センター
久里浜行政センター 浦賀行政センター
北下浦行政センター 久里浜行政センター

逸見行政センター 田浦行政センター
衣笠行政センター 逸見行政センター
大津行政センター 衣笠行政センター

窓口サービス課  地域安全課　
追浜行政センター 窓口サービス課
田浦行政センター 追浜行政センター

（臨時給付金担当課長）  （臨時給付金担当課長）
地域コミュニティ支援課 市民相談室
地域安全課 地域コミュニティ支援課

現　　行 改　正　案

 民生局地域支援部（13課・１担当課長） 民生局地域支援部（13課）

市民生活課 市民生活課

４　地域支援部 新設 廃止
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６　都市部 名称変更

現　　行 改　正　案

 都市部（６課）  都市部（６課）

都市計画課 都市計画課
まちなみ景観課 まちなみ景観課
市営住宅課 市営住宅課

（改正理由）
　部局を超えた施設計画の連携を図り、新設及び改修の計画段階から、より積極的に
参画する体制をさらに推進していくことに伴い、課の名称を「公共建築課」から「建
築計画課」に変更します。
　開発行為や宅地造成の許認可分野、盛土対策と自然崖対策分野を統合し、より一体
的に事務を行うため、「開発指導課」は、「建設部河川・傾斜地課」から宅地防災に
関する事務の移管を受け、課の名称を「宅地審査防災課」に変更します。

公共建築課 建築計画課
開発指導課 宅地審査防災課
建築指導課 建築指導課
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（改正理由）

港湾管理課

改　正　案

 建設部（７課・３担当課長）

（技術担当部長）

港湾整備課
（ふ頭整備担当課長）

港湾企画課

（港営担当課長）

港湾整備課
（ふ頭整備担当課長）

 河川・傾斜地課　
 （みどり政策担当部長）
自然環境・河川課

公園管理課

公園建設課
（公園活用推進担当課長）

（公園活用推進担当課長）

港湾企画課

港湾部（３課・１担当部長・２担当課長）

道路整備課
（補修担当課長）

道路維持課

７　建設部・港湾部 廃止

現　　行

道路整備課

土木計画課

新設 名称変更 移管元

移管先

 建設部（11課・２担当部長・３担当課長）

土木用地課
土木計画課
土木用地課

港湾管理課
港湾整備課
（ふ頭整備担当課長）

（補修担当課長）
道路維持課

（みどり政策担当部長）

河川・傾斜地課

（自然環境保全・活用担当課長）
自然環境共生課　

　公園の新設プロジェクトが完了したことを受け、組織のスリム化と、土木系職員の人
材育成と幅広い技術の継承を行うため、「みどり政策担当部長」を廃止し、「建設部」
に統合することで、みどり部門と道路部門の一体化を図ります。
　みどりと水（河川）に関連する事務を一体的に進めるため、「自然環境共生課」は、
「河川・傾斜地課」から河川に関する事務の移管を受け、課の名称を「自然環境・河川
課」に変更します。自然環境の保全・活用や啓発、鳥獣保護管理対策について、引き続
き注力して推進していくために、「自然環境保全・活用担当課長」を新設し、機動的な
執行体制の構築を図ります。
　河川に関する事務を「自然環境・河川課」に、宅地防災に関する事務を「都市部宅地
審査防災課」にそれぞれ移管することにより、「河川・傾斜地課」を廃止します。
　公園の再編等の業務を積極的に推進するために、「公園活用推進担当課長」を「公園
管理課」の担当課長とします。

　港湾計画の改訂に伴う港湾施設の整備を着実に進めるため、「港湾担当部長」を「建
設部」から独立させ、「港湾部」を新設します。また、港湾整備の体制を強化するため
に、「港湾部」に「技術担当部長」を新設します。
　より迅速かつ効率的に公共ふ頭の管理運営業務を実施するため、「港湾管理課」のふ
頭管理事務所を独立させ、「港営担当課長」を新設します。

港湾管理課

公園管理課
公園建設課
（公園活用推進担当課長）

（港湾担当部長）

 （港湾担当部長）
港湾企画課
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下水道施設課

水道管路課

８　上下水道局技術部

現　　行 改　正　案

 上下水道局技術部（８課・１担当課長）  上下水道局技術部（８課・２担当課長）

水道施設課浄水課
浄水課

（管路維持担当課長）

下水道管渠課

計画課 計画課
給排水課

給排水課水道管路課

水再生課

（上下水道政策統括調整官）

　水道政策及び下水道政策において、国等との連携を図り、情報収集等を行うため、
「上下水道政策統括調整官」を新設し、機動的な執行体制の構築を図ります。

（改正理由）

新設

下水道管渠課
下水道施設課
水再生課

（管路維持担当課長）
水道施設課

- 7 -



１　組織数の増減

組織数増減表（令和４年度は、令和４年12月１日時点を表す。）

局 局 局
1 14 ( 5) 90 (17) 1 15 ( 6) 88 (22) 0 1 (1) △ 2 (5)
0 2 ( 0) 12 ( 1) 0 2 ( 0) 12 ( 2) 0 (1)
0 1 ( 0) 10 ( 0) 0 1 ( 0) 10 ( 0)
0 2 ( 0) 12 ( 1) 0 2 ( 0) 12 ( 1)
0 1 ( 0) 1 ( 0) 0 1 ( 0) 1 ( 0)
0 1 ( 0) 1 ( 0) 0 1 ( 0) 1 ( 0)
0 1 ( 0) 2 ( 0) 0 1 ( 0) 2 ( 0)
1 22 ( 5) 128 (19) 1 23 ( 6) 126 (25) 0 1 (1) △ 2 (6)

※（　）内は執行体制としての担当部長・担当課長の外数　

部の新設
港湾部

課の廃止
ゼロカーボン推進課、地域安全課、河川・傾斜地課

課の新設
市民相談室

課の名称変更
公共建築課→建築計画課、開発指導課→宅地審査防災課、自然環境共生課→自然環境・河川課

課の移管
港湾企画課、港湾管理課、港湾整備課（建設部→港湾部）

合計

＋１

△３

＋１

３

３

市長部局
上下水道局
消防局
教育委員会事務局
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
議会局

部 課 部 課 部 課

組織数及び執行体制の増減

区分
令和４年度 令和５年度 増減
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２　執行体制の増減（令和４年度は、令和４年12月１日時点を表す。）

教育委員会事務局学校教育部（教育情
報担当課長）

建設部（公園活用推進担当課長）

（新）経営企画部（拠点整備推進担当課
長）

（新）文化スポーツ観光部（アーバンス
ポーツ推進担当課長）

（新）建設部（自然環境保全・活用担当
課長）

（新）港湾部（港営担当課長）

建設部（ふ頭整備担当課長） 港湾部（ふ頭整備担当課長）

上下水道局技術部（管路維持担当課
長）

上下水道局技術部（管路維持担当課
長）

教育委員会事務局学校教育部（教育情
報担当課長）

健康部（新市立病院建設担当課長） 健康部（新市立病院建設担当課長）
健康部（防疫企画担当課長） 健康部（防疫企画担当課長）

（新）経営企画部（ゼロカーボン推進担
当課長）

経済部（ＹＲＰ研究開発推進担当課長） 経済部（ＹＲＰ研究開発推進担当課長）
建設部（補修担当課長） 建設部（補修担当課長）
建設部（公園活用推進担当課長）

文化スポーツ観光部（プロモーション担
当課長）

文化スポーツ観光部（プロモーション担
当課長）

福祉こども部（放課後児童対策担当課
長）

福祉こども部（放課後児童対策担当課
長）

地域支援部（臨時給付金担当課長） 廃止

経営企画部（ICT戦略専門官）
総務部（人材育成担当課長） 総務部（人材育成担当課長）
総務部（つなぐディレクター） 廃止

文化スポーツ観光部（エンターテイメント
推進担当課長）

文化スポーツ観光部（エンターテイメント
推進担当課長）

令和
４年度
(19)

市長室（危機管理監） 市長室（危機管理監）
市長室（交流推進担当課長） 市長室（交流推進担当課長）

市長室（横須賀市東京事務所・旧軍港
市振興協議会担当課長）

市長室（横須賀市東京事務所・旧軍港
市振興協議会担当課長）

経営企画部（民官連携推進担当課長） 経営企画部（民官連携推進担当課長）
経営企画部（ICT戦略専門官）

廃止

（新）デジタル・ガバメント推進担当部長

（新）市長特命参与（総務部）

（新）技術担当部長

担当課長 新設　＋８　　　廃止　△２

まちづくり政策担当部長

コロナワクチン担当部長 コロナワクチン担当部長

市長特命参与 市長特命参与（市長室）

みどり政策担当部長 廃止

担当部長 新設　＋３　　　廃止　△２

令和
４年度

(５)

まちづくり政策担当部長

令和
５年度

(６)港湾担当部長

（新）上下水道局技術部（上下水道政策
統括調整官）

令和
５年度
(25)

（新） 総務部（総務事務担当課長）

（新）経済部（ふるさと納税企画担当課
長）
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